
第 4期  栃 木県健康保持増進対策推進 5カ 年計画

(平成20年度～平成24年度)

栃木労働局 ・各管内労働基準監督署

栃木県THP推 進協議会



THP

本嬉進:す国は 平 成19年に改正された 「事
業場における労働者の確藤保持増達のたりの
指針J t基 づさ 栃 木県内の事業者が分勧者
の縄康保埼晴達のたりのおこをは続的かヽつ計
画的に実施し こ の定言を図ることを目的と
する。
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平成20年度なう平成24年度までの 5カ 年計
画 とする

の事業場の規模に●して 前 妃目標の達成 〔
向けモ引画期間中のTHP塔 進のための具
体的椎進計画を集定する

0前  tDの 計画に基づさ を 指導スタックの
衰成 梅 殺の整臨 健 標保=増 進す―ビス
醸閣字との季託契約め爺結 使 康刑定与 ●
対する効成制度の活用を□る。

0前 lrto oヽめ 実捷により ■ 口期間中に事
禁場の規模に〔じたTHPの 定書をする

O地 区THP拒 進協議会の事草活動に積極的
に指普 援 助=行 う

0腰 場の健康づくり (THP■ モンストレー

ション=業 )字 について 事 業場 関 係団
体等に対して同知 指 吾を行う

0監 密指導時に個別事業場こ対して そ の事
車場の規奏にはじた本11面の目環を踏まえ
たT rH Pの定者のための指号を行う

0官 内吾掌場のTHPの 進lf状況を確認し
必要に応じ指導を行う

O析 本県TH● 推進協苺会の軍掌お助を匿極
的こ指導 ほ 助する

0軒 回作成中の中間年に当該計画の埴連状況
を子1価し計画の見直しを行う

0前 画期間中のを指導効果の評価を行い そ
の結実を把煙するとともに 次 期推進計画
の見直しのための巨料とする

計画の目偏は ス タッフ (医師 置 動指ヨ
担当者 通 動要麟 =当吉 心 理相融把白書
芭華東夜指導担当者 産 業慎控指導担当者)
の養成 殖 子の整備害をヨ車場の視慎 (右表)
により下記の通り段階的に進める

0初 年 度 (平成20年度)
スタッフの充足存の実態調査 把 橿

◆第 2年度 (平成21年度)
規模10DOち以上の事業場のスタック確保

◆窮0年EE(平 虚 2年度)
規模000名以上の事業J50ス タッフ確保

◆第4年 度 (平成23年度)
規模100名以上め事業場のスタッフ確保

◆第 5年度 (平成四年度)
規模50右以上の事草場のスタッフ確保

OTHPt取 りIIIじため 宝 全付生曇昼会等
に優壺保持増這専円雲員会を最日し 中 期
計画を書譲 榛 討の上 計 回のお極的な推

進を図ること
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HP推 進計画
日から平成25年3月11日)
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●印け 朗 回中にiH● り■車ヽ,JFみ =行 うことF示 ● ● 申Jす い 田Ⅲt車 打事に,
" THつ に青■することを示す
言「期日ⅢⅢⅢ間年に忙■11,の見Fし '行 ,
3ス タッフ= ■ ●■に所口 す4こ とⅢ`望まし, 下ヽ rttt'tて 外吉F(■付七忙rlll111■
せ,一 ■スIt門)拒 的をi司 することヽ二●三え■い た たし III実 に,E当青 【ヘルスケ
ア リ ーター, ■ に にFJこにの巴勤指■■計画山 ■ 方向にJIせコるために企=ll■ こ日
rtく |と=右 メ,′ ,r● 吾

ヤ労働者使確保持増進サービス雄側とは
「申Pの も■掠の車日スタッ,全 【力` Ⅲい お つヽft,■■lH置=■ に子Stい のに設■びせ流

モ●しておツ 把 "Ⅲ 定 P,信 ■=て モfテ るド関てコ|

栃木県THP推 進協議会とは…

平成 t年 中002年)3月 0日 に 1うA,II
局および県内登4増  市 末卓ほfr■のご三Jニ
のF 卓 下=■ 均 山 「rr Jヵヽ 「企■内世,
'(ウ 1の ■筆=4や ノヮハウ=4■ Tる た
めの増母としてi=主いた した 平 成 2■ 3月
に よ 含 tg者 =と ●luE T■ P lt進‖甚全
=予 立 し ,せ区ことに宮“軍■■回,「 成し

積F的 にTⅢ デilrせ し`Ⅲ Ⅲます



栃木のTHP推 進関係組織

★関係機関
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★THP捲 進協議会事務局

= 務  局 1訂便言号 所 在  地

硯本県 栃 木県THP権 玉格豪ヨ 321 00Ⅲl 宇 都宮市東今宗 2-S-5
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lt lFF木労働彗準協会内
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日光市今市BOS-2

真阿市元町1203

★サービス機関

所 在  地

勘 あ 木 県 に ま R車 部 32■ 0041 ■ 部自市東今泉2-3-5

!邸便者■ 電話番号

026660 2525

020 023 8131

02日a 54 D16D

帥 栃 木 県 保 に 行 生 手 窯 国

古可ライフ rl_ビ ス掬 日文三社

3228503 宇割目市効生町3337-1

32■““|1日 ・L市,た 町500

★関係団体

中真労節災雷防止協芸 IL ttltS IF推遣部 |東京都着Eを 5丁 目35雷 2号 03 6452 5403

028 643 0685仰 H5木 産 禁 F使 推 進 セ ン タ ー 争J宮 市本,4-15
宇育FSN Iビ ル 7陪

的   梅 木 県 医 ll 会 !字省F宮市効生町3117-1 023 622 2655

的 栃 木 卓 労 働 富 単 綿 会 連 合 全 〒 `Fヨ市松原 2-5-2 128-622-5る01

★お問合せ先 栃 木県「HP推 進協議会事務局

iね210041  ■ 部宮市東今泉 2丁目つ括 5号  財 団法人折木県健康塩楽部内
TEビ :023両02525  ■ AX:D‐ 硫ナ5510  ビ メール i bp01,cor p


